
時期 対応内容 

平成27年4月 ○放課後等デイサービスガイドラインの作成・公表 

平成28年3月 ○支給決定の適正化に向けた留意事項通知（H28.3.7障害福祉課長通知） 
 ①指定障害児通所支援事業者の指導の徹底（支援の提供拒否の禁止などの運営基準の遵守） 
 ②放課後等デイサービスガイドラインの活用の周知徹底、自己評価結果の公表状況の把握に努めること 
 ③障害児通所給付費等の通所給付決定の適正化 
  ・一般施策を含めた適切な支援体制の構築、環境整備を行う 
  ・支給量の目安（支給量は、原則として各月の日数から８日を控除した日数を上限）を示し、上限を 
   超える場合は、市町村において支給の必要性を確認する 
  ・主として障害児の家族の就労支援又は障害児を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的と 
   する場合には、地域生活支援事業の日中一時支援等を活用すること 

平成28年6月 ○障害福祉サービス等の不正請求等への対応について（監査の強化等）（H28.6.20事務連絡） 
  ・営利法人及び新規の放課後等デイサービス事業所の重点的な実地指導の実施等 
  ・放課後等デイサービスの指導監査の実施状況等について、当面の間、四半期ごとに厚生労働省に報 
   告する 

○ 放課後等デイサービスについては、平成24年４月の制度創設以降、 利用 
 者、費用、事業所の数が大幅に増加している。 
 
○ 一方、利潤を追求し支援の質が低い事業所や適切ではない支援※を行う 
 事業所が増えているとの指摘があり、支援内容の適正化と質の向上が求め 
 られている。 
  ※例えば、テレビを見せているだけ、ゲーム等を渡して遊ばせているだけ 

放課後等デイサービスに対する今後の対応について 

１ 現状・課題 

２ これまでの対応 
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総費用額 

（百万円） 事業所数及び総費用額の推移       （か所） 
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※国保連データより（事業所数は各年度４月） 



 
 
 ○情報公表の先行実施 
   指定放課後等デイサービス事業者は支援の提供を開始するとき、支援内容（タイムスケジュール等）、ＢＳ（貸借対

照表）やＰＬ（損益計算書）などの財務諸表等の情報を都道府県等に提供し、事業所のＨＰ等で公表に努めること。 
   都道府県等は事業者に対して、支援内容や人員配置（職員の資格等）、財務諸表等の公表をすることを促すこと。 
   ※会計区分での公表など詳細は更に検討 

３ 今後の対応策 

 
 
 

（１）障害児支援等の経験者の配置  
 ○児童発達支援管理責任者の資格要件の見直し（告示の改正） 
   現行の実務要件に保育所等の児童福祉に関する経験を追加し、障害児・児童・障害者の支援の経験（３年以上）を必須化 
   する。 

 ※既存の事業所は１年間の経過措置 
 

 ○人員配置基準の見直し（基準省令の改正） 
    人員配置基準上配置すべき職員を「指導員又は保育士」から「児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者＊に見 
   直し、そのうち、児童指導員又は保育士を半数以上配置することとする。 
    ＊２年以上障害福祉サービス事業に従事した者 
    ※既存の事業所は１年間の経過措置 
 

（２）放課後等デイサービスガイドラインの遵守及び自己評価結果公表の義務付け  
 ○運営基準の見直し（基準省令の改正） 

 運営基準において、放課後等デイサービスガイドラインの内容に沿った評価項目を規定し、それに基づいた評価を行う
ことを義務付ける。 

 質の評価及び改善の内容をおおむね１年に１回以上公表しなければならない旨規定 

１．指定基準等の見直しによる対応【平成２９年４月施行】 

２．その他の対応【平成２９年度中実施】 


